
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成人式に代わる新たな名称が決定しました 
 

 民法の一部改正により令和４年４月１日から成年年齢が18歳に引き下げられまし

た。成人式については、これまでどおり20歳の人を対象に開催するため、成人式に代

わる新たな名称について検討をしてきました。 

 新たな名称は、令和３年と令和４年の成人式出席者のアンケート結果と令和４年成

人式実行スタッフの意見をもとに下記のとおりの名称とすることに決定しました。 

 なお、新たな名称は、令和５年１月８日開催の式典より使用するものです。 

 

名称 「二十歳のつどい」 （読み方：はたちのつどい） 
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